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店頭の表示（その１）

　富士山の標高は 3,776メートルで、日本最高峰。静岡県と山梨県にまたが
る活火山で、富士箱根伊豆国立公園に指定されている。登山シーズンは７
月から８月の２カ月間。
　富士五湖の西端にある本栖湖は、最大深度 100メートルを越し、富士五
湖で最も深い湖。その北岸からは、千円札の図柄となった富士山の雄姿が
望める。

富士山と本栖湖
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生活スタイルの変化に対応する
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多様なライフスタイルに応える
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賃貸不動産管理業のさらなる発展に向けて

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。

　会員各位におかれましては、清新な年を迎えられたことと思います。

　顧みますと、衆参ねじれ現象である我が国の政治状況下において、「消えた年金問題」、「食品偽

装問題」等、本来の信用を覆すニュースが度々報道され、改めてコンプライアンスの重要性を感じてお

ります。

　そのような中で、一昨年まで本会独自で開催しておりました「賃貸不動産管理士」講習につきまして

は、賃貸不動産管理業務が持つ公共性と社会的意義の重要性に鑑み、安心・安全な住生活の提

供、紛争の未然防止、不動産価値の維持向上の観点から適格な情報提供のできる知識・技術・技

能・倫理観を持った賃貸管理の専門家育成が急務なことから、（社）全国宅地建物取引業協会連

合会、（財）日本賃貸住宅管理協会、（社）全日本不動産協会、（社）日本住宅建設産業協会において

業界統一資格となる「賃貸不動産経営管理士」制度を立ち上げました。

　これに伴い、これまでに賃貸不動産管理士の登録等をされている方に対し、新資格への移行講習

を全宅連と連携のもと行い、約 5,000 名の方が受講されました。今後も多くの方に受講していただ

き、賃貸管理の現場で活躍していただきたいと思っております。

　また、昨年は業務サポート事業、教育研修事業、情報提供事業を中心とした各種事業を展開してき

ました。ブロック別の会員研修会においては、消防法改正に伴う対応をはじめとして、賃貸管理業者の

法的責任を本会顧問弁護士より解説していただきました。

　情報提供事業の一環として、会報誌の内容を充実させる他、メールマガジンによる情報発信、関連

諸制度の改正等を周知するとともに、電話による会員専用法律相談についても、徐 に々相談件数が

増加していることから、体制の強化を図るとともに、これまでの相談内容を体系的にまとめた事例集を

本年３月末に発刊する予定です。

　本会では、会員の皆様からの要望等をふまえ、今後とも業務に有益な事業展開を目指していく所存

であります。

　会員各位におかれましては、ますますのご健勝とご繁栄をお祈り申し上げるとともに、引き続きご支援

とご協力をお願い申し上げて、新年のご挨拶とさせていただきます。

賃貸不動産管理業協会
会　長　　 藤田　和夫
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講師：弁護士 武市吉生

　毎月実施している電話による会員限定

の法律相談の中から共通の問題をピック

アップし、注意点や対応などを武市吉生

先生に詳しく解説してもらいます。

　

建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い

て
は
、期
間
を
定
め
て
も
法

定
更
新
制
度
が
あ
り
ま
す
。

建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い

て
、契
約
期
間
を
定
め
る
こ

と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。建
物
賃

貸
借
契
約
に
つ
い
て
の
最
長

期
間
、最
短
期
間
等
の
法
律

の
定
め
に
つ
い
て
も
教
え
て

く
だ
さ
い（
な
お
、土
地
賃
貸

借
契
約
に
つ
い
て
も
法
定
更

新
制
度
は
あ
り
ま
す
が
、今

回
は
、建
物
に
限
定
し
て
い

ま
す
）。

　

建
物
賃
貸
借
契
約
で
期
間
の
定
め

が
あ
る
場
合
は
、
契
約
期
間
の
満
了

に
よ
っ
て
賃
貸
借
契
約
が
終
了
し
ま
す

（
民
法
６
１
６
条
、
５
９
７
条
１
項
）。

と
こ
ろ
が
、
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い

て
は
、
当
事
者
が
期
間
の
満
了
の
１

年
前
か
ら
６
カ
月
ま
で
の
間
に
相
手
方

に
対
し
て
更
新
を
し
な
い
旨
の
通
知
又

は
条
件
を
変
更
し
な
け
れ
ば
更
新
を

し
な
い
旨
の
通
知
を
し
な
か
っ
た
と
き

は
、
期
間
満
了
時
に
、
従
前
の
契
約

と
同
一の
条
件
で
契
約
を
更
新
し
た
も

の
と
み
な
さ
れ
ま
す
（
旧
借
家
法
２

条
、
借
地
借
家
法
26
条
）。
た
だ
し
、

賃
貸
人
が
通
知
す
る
に
は
正
当
事
由

が
必
要
で
す
（
旧
借
家
法
１
条
ノ
２
、

借
地
借
家
法
28
条
）。
ま
た
、
更
新

拒
絶
の
通
知
後
に
建
物
賃
貸
借
契
約

の
期
間
が
満
了
し
、
そ
の
後
も
賃
借

人
が
建
物
の
使
用
を
継
続
し
て
い
る
の

に
賃
貸
人
が
遅
滞
な
く
異
議
を
述
べ

な
か
っ
た
と
き
も
、
従
前
の
契
約
と
同

一の
条
件
で
契
約
を
更
新
し
た
も
の
と

み
な
さ
れ
ま
す
（
旧
借
家
法
２
条
２

項
、
借
地
借
家
法
26
条
２
項
）。
し

た
が
っ
て
、
実
際
上
は
、
建
物
賃
貸

借
契
約
は
契
約
期
間
の
定
め
に
か
か

わ
ら
ず
存
続
し
続
け
る
場
合
が
ほ
と

ん
ど
で
す
。

　

で
は
、
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て

契
約
期
間
を
定
め
る
意
味
が
な
い
か

と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

建
物
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
も
契
約
期

間
満
了
時
に
賃
貸
人
に
正
当
事
由
が

あ
れ
ば
契
約
は
終
了
し
ま
す
。
ま
た
、

契
約
期
間
満
了
時
は
借
主
と
賃
料
等

の
賃
貸
条
件
の
変
更
を
交
渉
す
る
良

い
機
会
で
す
。
さ
ら
に
、
賃
貸
借
契

約
に
更
新
料
授
受
に
つ
い
て
の
定
め
が

あ
る
場
合
に
は
、
期
間
満
了
・
契
約

更
新
に
伴
っ
て
貸
主
は
借
主
か
ら
更
新

料
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
点
に
や
は
り
、
建
物
賃
貸
借
契

約
に
契
約
期
間
を
定
め
る
こ
と
の
意

味
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

�
存
続
期
間
�
上
限
�
定
�

　

旧
借
家
法
に
お
い
て
は
、
建
物
賃

貸
借
契
約
の
存
続
期
間
は
20
年
が
最

長
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た

だ
し
、
平
成
11
年
の
借
地
借
家
法
の

改
正
に
よ
っ
て
、
存
続
期
間
の
上
限
は

無
く
な
り
ま
し
た
（
借
地
借
家
法
29

条
２
項
）。

　

な
お
、
契
約
期
間
に
つ
い
て
「
無
期

建
物
賃
貸
借
契
約
�
�
�
�

契
約
期
間
�
果
�
�
機
能

建
物
賃
貸
借
契
約
�
存
続
期
間
�

�
�
�
�
法
律
�
規
定



限
」
も
し
く
は
「
永
久
貸
与
」
と
定

め
た
場
合
に
は
、「
期
間
の
定
め
が
な

い
」
も
の
と
解
す
る
の
が
判
例
で
す
。

�
�
存
続
期
間
�
下
限
�
定
�

　

民
法
に
も
借
地
借
家
法
に
も
、
建

物
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
の
存
続
期
間

の
下
限
に
つ
い
て
の
定
め
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

た
だ
し
、
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お

い
て
は
、
賃
借
人
を
保
護
す
る
た
め
、

契
約
期
間
を
１
年
未
満
と
す
る
賃
貸

借
契
約
は
期
間
の
定
め
が
な
い
も
の
と

み
な
さ
れ
（
旧
借
家
法
３
条
ノ
２
、

借
地
借
家
法
29
条
１
項
）、
こ
れ
に
反

す
る
特
約
で
賃
借
人
に
不
利
な
も
の

は
無
効
と
さ
れ
ま
す
（
旧
借
家
法
６

条
、借
地
借
家
法
30
条
）。し
た
が
って
、

建
物
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
期
限
を
定

め
る
場
合
に
は
、
１
年
以
上
の
期
間
を

定
め
な
い
と
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

�
�
期
間
�
定
�
�
�
賃
貸
借
契
約

　

期
間
の
定
め
な
き
賃
貸
借
契
約
で

は
、
賃
貸
人
は
、
い
つ
で
も
賃
借
人
に

対
し
解
約
を
申
し
入
れ
る
こ
と
が
で

き
、
こ
の
申
入
れ
の
日
か
ら
６
カ
月
後

に
建
物
賃
貸
借
契
約
は
終
了
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
（
旧
借
家
法
３
条
１

項
、
借
地
借
家
法
27
条
１
項
）。
た
だ

し
、
こ
の
場
合
で
も
正
当
事
由
の
存

在
は
必
要
で
す
し
（
旧
借
家
法
１
条

ノ
２
、
借
地
借
家
法
28
条
）、
解
約
申

入
れ
後
６
カ
月
が
過
ぎ
て
借
家
契
約

が
終
了
し
た
後
も
賃
借
人
が
建
物
使

用
を
継
続
し
て
い
る
の
に
、
賃
貸
人
が

異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
従
前

の
契
約
と
同
一の
条
件
で
契
約
は
更
新

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
（
旧

借
家
法
３
条
２
項
、
借
地
借
家
法
27

条
２
項
・
26
条
２
項
）。

�
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
�
�
�
�

��

契
約
期
間
�
果
�
�
機
能

　

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て

は
、
契
約
期
間
満
了
に
よ
っ
て
契
約
が

更
新
さ
れ
る
こ
と
な
く
確
定
的
に
賃

貸
借
が
終
了
し
ま
す
（
な
お
、
契
約

期
間
満
了
後
も
賃
借
人
が
居
住
し
続

け
、
賃
貸
人
が
こ
れ
に
異
議
を
述
べ
な

い
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
賃
貸
借

契
約
は
確
定
的
に
終
了
し
ま
す
）。
ま

た
、
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い

て
は
、
借
主
に
の
み
例
外
的
に
認
め
ら

れ
て
い
る
中
途
解
約
権
（
借
地
借
家

法
38
条
５
項
）
の
場
合
以
外
は
契
約

期
間
内
に
お
い
て
一
方
的
に
賃
貸
借
契

約
を
解
約
で
き
ま
せ
ん
（
た
だ
し
、

特
約
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
従
う
）。
さ
ら

に
、
１
年
以
上
の
期
間
を
定
め
た
定

期
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
賃

貸
人
は
賃
借
人
に
対
し
期
間
満
了
の

１
年
前
か
ら
６
カ
月
前
ま
で
の
間
に
期

間
の
満
了
に
よ
っ
て
建
物
賃
貸
借
契
約

が
終
了
す
る
こ
と
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず（
借
地
借
家
法
38
条
４
項
）、

こ
の
通
知
を
怠
っ
た
場
合
に
は
通
知
後

６
カ
月
が
た
た
な
い
と
契
約
の
終
了
を

賃
借
人
に
対
抗
で
き
ま
せ
ん
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
定
期
建
物
賃
貸

借
契
約
に
お
い
て
契
約
期
間
が
果
た

す
機
能
は
通
常
の
賃
貸
借
契
約
よ
り

も
大
き
い
も
の
と
い
え
ま
す
。

　
�
存
続
期
間
�
定
�

　

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
（
借
地
借

家
法
38
条
１
項
）
に
存
続
期
間
の
上

限
の
定
め
が
な
い
こ
と
は
通
常
の
賃
貸

借
契
約
と
同
じ
で
す
（
借
地
借
家
法

29
条
２
項
）。
ま
た
、
定
期
建
物
賃

貸
借
契
約
の
場
合
は
契
約
期
間
が
１

年
未
満
で
あ
っ
て
も
期
限
の
定
め
が
な

い
賃
貸
借
に
は
な
り
ま
せ
ん
（
借
地
借

家
法
38
条
２
項
）。

借地借家法26条（建物賃貸借契約の更新等） 

　１項　　建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の１年前から６カ月前までの間に相手方に
　　　　対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件
　　　　で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
　２項　　前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建
　　　　物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

借地借家法27条（解約による建物賃貸借の終了） 

　１項　　建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から６カ月を経過する
　　　　ことによって終了する。 
　２項　　前条第２項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
�
�
�
�

主な参照条文
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①
当
社（
Ｘ
社
）は
、あ
る
所
有

　

建
物（
以
下「
本
件
建
物
」と

　

い
い
ま
す
）を
Ｙ
社
に
賃
貸
し

　

て
い
ま
す
。こ
の
度
、当
社
は

　

本
件
建
物
を
Ｚ
社
に
売
却
す

　

る
交
渉
を
し
て
い
ま
す
。と
こ

　

ろ
が
Ｚ
社
は
、「
本
件
建
物
を

　

購
入
し
た
い
が
借
主（
Ｙ
社
）

　

を
退
去
さ
せ
て
ほ
し
い
」と

　

言
っ
て
い
ま
す
。当
社
が
本
件

　

建
物
を
Ｚ
社
に
売
却
す
る
前

　

に
Ｙ
社
を
退
去
さ
せ
る
こ
と

　

は
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。な
お
、

　

当
社
と
Ｙ
社
と
の
間
の
賃
貸

　

借
契
約
は
、ち
ょ
う
ど
更
新
時

　

期
で
す
。

②〈
①
に
つ
い
て「
で
き
な
い
」と

　

の
場
合
〉当
社
が
本
件
建
物

　

を
Ｚ
社
に
対
し
売
却
し
た
後
、

　

Ｚ
社
が
Ｙ
社
を
退
去
さ
せ
る

　

こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

③〈
②
に
つ
い
て「
で
き
な
い
」と

　

の
場
合
〉当
社
が
Ｚ
社
に
本
件

　

建
物
を
売
却
し
た
場
合
、当

　

社
と
Ｙ
社
と
の
間
の
賃
貸
借

　

契
約
の
権
利
関
係
は
ど
う
な

　

る
の
で
し
ょ
う
か
。

④
借
主
が
（ⅰ）
敷
金
を
差
し
入
れ

　

て
い
る
、も
し
く
は
（ⅱ）
保
証
金

　

名
目
の
金
員
を
差
し
入
れ
て

　

い
る
建
物
の
所
有
権
の
譲
渡

　

を
受
け
る
場
合
に
、注
意
す
べ

　

き
点
を
教
え
て
下
さ
い
。

　

Ｘ
社
と
Ｙ
社
と
の
間
の
賃
貸
借
契

約
は
更
新
時
期
で
あ
る
と
は
い
え
、

通
常
は
、「
賃
貸
借
の
目
的
物
を
第
三

者
に
譲
渡
す
る
予
定
」
で
あ
る
こ
と

は「
正
当
事
由
」（
借
地
借
家
法
28
条
）

に
は
当
た
り
ま
せ
ん
。
そ
の
他
、Ｙ
社

に
賃
料
不
払
等
の
賃
貸
借
契
約
の
解

除
事
由
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
し
た

が
っ
て
、Ｘ
社
は
Ｙ
社
を
本
件
建
物
か

ら
退
去
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、Ｘ
社
が
Ｙ
社
に
対
し
、
本

件
建
物
に
つ
い
て
の
賃
貸
借
契
約
の
合

意
解
約
を
申
し
入
れ
、
こ
れ
に
Ｙ
社

が
応
じ
る
な
ら
ば
、Ｘ
社
は
Ｙ
社
に
本

件
建
物
を
退
去
し
て
も
ら
え
る
の
は

当
然
で
す
。

　

本
件
建
物
の
賃
借
人
で
あ
る
Ｙ
社

は
、
本
件
建
物
の
引
渡
し
を
受
け
て

い
る
こ
と
か
ら
、Ｙ
社
は
本
件
建
物
に
つ

い
て
の
賃
借
権
を
、
本
件
建
物
の
新

所
有
者
で
あ
る
Ｚ
社
に
対
し
て
も
対

抗
で
き
ま
す
（
借
地
借
家
法
31
条
１

項
）。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
、Ｚ
社
も

Ｙ
社
を
本
件
建
物
か
ら
退
去
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

�
社
�
�
社
�
�
間
�
賃
貸
借
契
約
�

帰
趨

　

Ｘ
社
が
Ｚ
社
に
対
し
て
本
件
建
物

を
売
却
し
た
場
合
、Ｘ
社
と
Ｙ
社
間
の

賃
貸
借
契
約
は
、
特
段
の
事
情
の
な

い
限
り
、
本
件
建
物
の
所
有
権
の
移

転
に
伴
っ
て
賃
貸
人
の
地
位
も
当
然
に

Ｚ
社
に
移
転
し
、
旧
所
有
者
で
あ
る

Ｘ
社
は
賃
貸
借
契
約
か
ら
離
脱
し
ま

す
（
最
判
昭
39
年
８
月
28
日
民
集
18

巻
７
号
１
３
５
４
頁
）。

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

き
す
う



　

な
お
、「
特
段
の
事
情
」
と
は
、
例

え
ば
不
動
産
の
所
有
権
移
転
に
先
立
っ

て
、
旧
賃
貸
人
と
賃
借
人
と
の
間
に

お
い
て
、
賃
貸
人
の
地
位
の
移
転
に
は
、

賃
借
人
の
承
諾
を
要
す
る
旨
の
合
意

が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
等
を
い
い
ま
す
。

�
賃
借
人
�
同
意
�
要
否
�
�
�
�

　

な
お
、
所
有
権
の
移
転
に
伴
う
賃

貸
人
の
地
位
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
賃
借
人
の
同
意
は
不
要
と

さ
れ
て
い
ま
す
（
最
判
昭
46
年
４
月

23
日
民
集
25
巻
３
号
１
３
８
８
頁
）。

な
ぜ
な
ら
ば
、
賃
貸
人
の
賃
借
人
に

対
す
る
義
務
の
履
行
は
、
賃
貸
人
が

誰
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
賃
借

人
の
同
意
を
要
す
る
と
す
る
必
要
性

に
乏
し
く
、
ま
た
、
通
常
は
賃
貸
借

契
約
が
新
所
有
者
に
承
継
さ
れ
る
ほ

う
が
賃
借
人
に
と
っ
て
も
有
利
と
い
え

る
か
ら
で
す
。

�
承
継
�
�
�
賃
貸
借
契
約
�
内
容

　

新
所
有
者
に
引
き
継
が
れ
る
賃
貸

借
契
約
の
内
容
は
、
原
則
と
し
て
従

前
の
賃
貸
借
契
約
と
同
一で
す
。
す
な

わ
ち
、
賃
料
・
支
払
時
期
・
支
払
方
法
・

契
約
期
間
及
び
そ
の
他
の
特
約
等
に
つ

い
て
も
、そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
新
賃
貸
人
が
賃
借
人
と

新
た
に
賃
貸
借
契
約
書
を
交
わ
し
直

す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

�
新
賃
貸
人
�
賃
借
人
�
対
�
�
自
�

�
賃
貸
人
�
�
�
�
�
�
主
張
�
�
�

�
�
要
件
�
�
�
�

　

た
だ
し
、
新
賃
貸
人
が
自
ら
が
賃

貸
人
で
あ
る
こ
と
を
賃
借
人
に
対
し

主
張
す
る
に
は
、
賃
貸
建
物
に
つ
い
て

の
所
有
権
移
転
登
記
を
要
す
る
と
す

る
の
が
判
例
で
す
（
最
判
昭
49
年
３

月
19
日
民
集
28
巻
２
号
１
３
２
５

頁
）。
し
た
が
っ
て
、
新
賃
貸
人
が
賃

借
人
に
対
し
賃
料
を
請
求
す
る
た
め

に
は
、
建
物
に
つ
い
て
の
所
有
権
登
記

を
経
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
一
方
で
、
判
例
は
、
登
記
を
経
れ
ば

賃
貸
借
契
約
の
移
転
・
承
継
の
通
知

等
を
要
し
な
い
と
も
判
断
し
て
い
ま
す

（
最
判
昭
33
年
９
月
18
日
民
集
12
巻

13
号
２
０
４
０
頁
）。
と
は
い
え
、
建

物
の
所
有
権
移
転
に
伴
っ
て
賃
貸
人
の

地
位
も
移
転
・
承
継
さ
れ
た
場
合
、

賃
借
人
に
対
し
、
そ
の
旨
の
通
知
（
い

わ
ゆ
る「
オ
ー
ナ
ー
チ
ェン
ジ
の
通
知
書
」

等
）
を
出
す
の
が
通
常
で
す
。

（ⅰ）
借
主
�
敷
金
�
差
�
入
�
�
�
�
場
合

　

賃
借
人
が
旧
所
有
者
に
対
し
差
し

入
れ
た
敷
金
が
あ
る
場
合
、
ま
ず
、

賃
貸
人
の
地
位
の
承
継
時
に
、
賃
借

人
が
旧
所
有
者
に
対
し
、
賃
料
未
払

分
等
の
債
務
を
負
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の

債
務
額
だ
け
当
然
に
充
当
さ
れ
、
残

額
に
つ
い
て
の
権
利
義
務
を
新
所
有
者

が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
（
最

判
昭
44
年
７
月
17
日
判
タ
２
３
９
号
１

５
３
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
旧
所
有
者

と
新
所
有
者
と
の
間
に
お
い
て
、
敷
金

の
引
継
ぎ
等
に
つ
い
て
の
合
意
を
し
て

お
く
こ
と
が
後
々
の
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避

す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
こ

の
点
、
特
に
注
意
を
要
し
ま
す
。

���

借
主
�
保
証
金
名
目
�
金
員
�
差

�
入
�
�
�
�
場
合

　

賃
借
人
が
賃
貸
人
に
対
し
、
金
銭

を
保
証
金
名
目
で
差
し
入
れ
て
い
る
場

合
、
当
該
金
員
を
新
所
有
者
が
承
継

す
る
か
ど
う
か
は
保
証
金
の
実
質
的

性
格
に
よ
り
ま
す
。
そ
の
実
質
的
性

格
が
敷
金
で
あ
れ
ば
、
新
所
有
者
へ
の

承
継
を
認
め
、
そ
の
実
質
的
性
格
が

建
設
協
力
金
や
貸
金
の
場
合
に
は
、

新
所
有
者
への
承
継
を
否
定
す
る
の
が

判
例
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合

は
保
証
金
名
目
の
金
員
の
実
質
的
性

格
を
確
認
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
特

に
必
要
で
す
。

�
�
�
�
�

借地借家法28条（建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件）

　　建物の賃貸人による第26条第１項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃
　借人（転借人を含む。以下この条において同じ。）が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に
　関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として
　又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその
　申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

借地借家法31条（建物賃貸借の対抗力等） 

　１項　　建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物
　　　　権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

主な参照条文

（ⅱ）
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BEFORE
　

築
16
年
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
４
階
建

て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
無
し
、14
坪
２
Ｄ
Ｋ
フ
ァ
ミ

リ
ー
タ
イ
プ
28
戸
。所
在
地
は
東
京
都
練

馬
区
。都
心
周
辺
の
い
ま
だ
畑
や
生
産
緑

地
が
広
が
る
地
域
で
あ
る
。バ
ブ
ル
後
期

に
建
て
ら
れ
た
こ
の
建
物
は
、あ
る
上
場

企
業
の
寮
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
後
の
企
業
資
産
の
リ
ス
ト
ラ
の
波
の

中
で一
般
賃
貸
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

　

周
辺
に
は
80
年
代
後
期
の
同
様
の
ニ
ー

ズ
に
応
え
る
べ
く
建
て
ら
れ
た
同
規
模
の

建
物
が
数
多
く
存
在
し
、こ
れ
に
加
え
昨

今
の
収
益
不
動
産
へ
の
投
資
ブ
ー
ム
の
中

で
建
設
さ
れ
た
農
地
転
用
型
の
ワ
ン
ル
ー

ム
マ
ン
シ
ョン
も
雨
後
の
筍
の
よ
う
に
建
設

ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
対
象
建
物

（
商
品
）は
、現
状
維
持
を
続
け
る
限
り

苦
戦
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

っ
た
。前
号
で
紹
介
し
た
Ｓ
Ｗ
Ｏ
Ｔ
分
析

の
４
つ
の
視
点（
強
み
、弱
み
、機
会
、脅

威
）か
ら
見
れ
ば
、「
脅
威
」は
周
辺
の
新

築
競
合
物
件
の
増
加
に
あ
り
、「
弱
み
」

は
大
型
化
す
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
賃
貸
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
ら
れ
な
い
14
坪
と
い
う
ユ
ニッ
ト
サ

イ
ズ
と
、単
身
者
用
と
し
て
は
面
積
ゆ
え

の
高
額
賃
料
と
使
い
づ
ら
い
間
取
り
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

で
は「
強
み
」と「
機
会
」は
何
か
。都

営
大
江
戸
線
に
よ
る
新
宿
、青
山
、六
本

木
、浜
松
町
、汐
留
方
面
へ
の
ア
ク
セ
ス
30

分
以
内
の
利
便
性
と
、そ
の
利
便
性
を
備

え
な
が
ら
維
持
さ
れ
て
い
る
自
然
豊
か
で

閑
静
な
周
辺
環
境
が
強
み
で
あ
り
、可
処

分
所
得
の
高
い
単
身
、Ｄ
Ｉ
Ｎ
K
Ｓ
層
の

増
加
に
よ
る
大
き
め
の
１
Ｌ
Ｄ
Ｋ
需
要
の

増
加
が「
機
会
」と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

特
に
、近
年
の
大
型
開
発
に
よ
り
大
き

く
変
貌
を
遂
げ
た
六
本
木
、汐
留
の
就
業

者
に
は
若
年
の
高
額
所
得
者
が
多
く
、そ

の
中
に
は
女
性
の
専
門
職
も
多
い
。彼
ら

多様なライフスタイルに応える

　２０、３０年という歳月は人々の価値観、ライフスタイルを大きく変える。かつての人気物件も今と

なっては時代錯誤。時代は何を賃貸住宅に求めているのか。それは高機能でも、高級感でもない。自分

らしさを感じられる器だ。ニーズを見極め、多様化するライフスタイルに応えるバリューアップ戦略。

それがリノベーション。

リノベーションの現場

生活スタイルの変化に対応する
「都心30歳代単身、 ＤＩＮＫＳ」のライフスタイル

vol.2

concept

た
け
の
こ



現
代
の
20
歳
代
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に

ふ
さ
わ
し
い
仕
様
の
導
入

ＳＴＲＡＴＡ

東京都練馬区

１９９９年１月

２００７年１月

２８戸

１ＬＤＫ　47.26㎡～47.51㎡

１２万９，０００円～１５万２，０００円

約９万５，０００円～１２万円（同等物件相場）

坪当たり約５０万円

（全棟改修のため部屋当たりの金額は算定不能）

全戸の内装及び設備一式、外壁、屋上（バルコニー）防水、

外構、共用設備配管、空調他

株式会社ブルースタジオ一級建築士事務所

株式会社Ｋワークス

株式会社ホワイトスタジオ

物件名：

所在地：

従前建物竣工：

リノベーション竣工：

総戸数：

住戸タイプ：

新規募集賃料：

従前建物賃料：

工事金額：

工事対象：

設計監理：

施工：

仲介：

は
多
忙
な
日
常
生
活
の
中
で
、殊
に
住
環

境
に
対
す
る
安
ら
ぎ（
ロ
ハ
ス
的
な
）と
、

自
分
ら
し
さ
を
求
め
る
傾
向
に
あ
る
。

　

練
馬
の
対
象
物
件
は
、こ
れ
ら
の
潜
在

的
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
サ
イ

ズ
、環
境
と
も
に
う
って
つ
け
の
物
件
に
な

り
得
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
の
だ
。

　

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
た
り
、掲
げ
た
商

品
コ
ン
セ
プ
ト
は「
大
地
の
上
で
暮
ら
す
」

と
い
う
こ
と
。そ
し
て
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
都
心

を
職
場
と
す
る
自
然（
ロ
ハ
ス
）志
向
の

30
歳
代
単
身
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
と

D
I
N
K
S
。

AFTER

・部屋数を１つ減らし、２ＤＫから大きめの１ＬＤＫへ。玄関先には1坪の大型の
　クローゼットを
・カウンタースタイルのオープンキッチンを備え、約17畳のゆったりとした南向きの
　ＬＤＫ。インテリアのスタイルは入居者の思いのまま
・利用されていなかった１階窓先空地は山荘を思わせる大型のウッドテラスと専 
　用庭に。この仕様変更により、通常であれば人気のない１階住戸が最も賃料
　の高い人気住戸に変身
・建物外観は不要な要素を取り除き、シンプルであることを心がける
・室内の仕上げ材は天然素材の床 ・ 壁材を積極的に採用
・かつての和室とダイニング間の間仕切り袖壁は構造壁であり解体不可能だっ
　たが、写真のごとく各部屋のシンボルウォールとして左官材で着色。棟内で３色
　の色が存在する。「私だけの部屋」感を演出
・間仕切りを極力少なくし、専有面積を最大限に使える間取りとする
・照明はすべてリゾートホテルを思わせる間接照明。蛍光灯は一切使用せず
・物件名称は「ＳＴＲＡＴＡ」という大地の起伏や地層を意味する言葉に変更。
　パンフレット等のビジュアルイメージもコンセプトを忠実に再現

今回のポイント

撮影 ： 渡辺良太郎 ／ （株）イメージグラム



　

高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
（
高
専
賃
）

な
ど
、
高
齢
者
向
け
の
住
宅
が
賃
貸

住
宅
市
場
で
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

現
在
60
歳
の
人
の
平
均
余
命
が
男
82

歳
、
女
89
歳
と
な
る
な
ど
、
長
寿
命

化
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
終
の
棲
家
と
し
て
購
入
し

た
現
在
の
住
ま
い
に
、
本
当
に
最
期
ま

で
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と

い
う
不
安
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
60
歳

代
の
間
は
元
気
で
も
、
70
歳
代
、
80

歳
代
に
な
っ
て
き
た
ら
、
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
い
ず
れ
、
誰
か
の
介
護
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

　

今
の
住
ま
い
は
、
車
イ
ス
で
移
動
で

き
る
で
し
ょ
う
か
。
浴
室
や
ト
イ
レ
に

介
助
者
が
入
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
で
し
ょ

う
か
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
な
い
５
階
建
て

マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
で
い
る
高
齢
者
は
い
つ

階
段
の
上
り
下
り
が
で
き
な
く
な
る

か
、
と
い
う
不
安
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
が
元
気
で
、
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
住
宅
の
供
給
と
、
そ
れ
ら
に
円
滑

に
住
み
替
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
政
策

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
高
齢

者
の
住
み
替
え
実
態
を
調
べ
る
と
、
不

安
を
抱
え
な
が
ら
も
自
宅
に
住
み
続

け
、
い
よ
い
よ
体
が
動
か
な
く
な
る
最

後
の
最
後
に
な
っ
て
福
祉
施
設
な
ど
に

住
み
替
え
て
い
る
の
が
実
態
で
す
。
こ

う
し
た
「
暗
い
老
後
」
で
は
な
く
、「
第

二
の
人
生
」
を
も
っ
と
楽
し
く
積
極
的

に
生
き
る
た
め
の
高
齢
者
住
宅
が
、
大

量
に
供
給
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
国
土
交
通
省
が

2
0
0
6
年
度
に
創
設
し
た
制
度
が

「
あ
ん
し
ん
賃
貸
支
援
事
業
」
で
す
。

高
齢
者
、
障
害
者
、
外
国
人
、
子
育

て
世
帯
な
ど
一
般
的
に
入
居
を
断
ら
れ

や
す
い
人
た
ち
の
賃
貸
住
宅
へ
の
入
居

を
促
進
す
る
制
度
で
す
。
地
方
公
共

団
体
、
仲
介
事
業
者
な
ど
が
連
携
し

て
、
そ
う
し
た
人
た
ち
の
入
居
を
受
け

入
れ
る
民
間
賃
貸
住
宅
を
登
録
し
、

居
住
に
関
す
る
各
種
サ
ポ
ー
ト
（
家
賃

滞
納
の
債
務
保
証
な
ど
）
を
実
施
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
普
及
率
は
い
ま
ひ
と

つ
の
状
況
で
す
。

　

高
齢
者
が
住
み
替
え
を
し
や
す
い
よ

う
に
、そ
の
持
家
を
借
り
上
げ
、若
い
子

育
て
世
帯
な
ど
に
賃
貸
す
る「
移
住・住

み
か
え
支
援
機
構
」も
発
足
し
て
い
ま

す
。借
り
上
げ
賃
料
で
高
齢
者
向
け
住

宅
に
住
み
替
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。

全
宅
連
系
の
賃
貸
不
動
産
管
理
業
協

会
が
同
機
構
の
協
力
団
体
に
な
る
な

ど
、今
後
の
展
開
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

日
本
で
、65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
実

際
に
住
み
替
え
て
い
る
割
合
は
ま
だ
５

％
程
度
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
要
因

は
、元
気
な
高
齢
者
が
自
発
的
に
住
み

替
え
た
く
な
る
魅
力
的
な
高
齢
者
向

け
住
宅
が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る
こ

と
で
す
。こ
う
し
た
状
況
を
打
破
す
る

可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
が
、高
専
賃
な

の
で
す
。

　

高
専
賃
は
高
齢
者
居
住
法（
高
齢
者

の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
）

に
基
づ
く
制
度
で
す
。専
ら
高
齢
者
に

賃
貸
す
る
た
め
の
住
宅
で
、そ
の
物
件

概
要
や
サ
ー
ビ
ス（
食
事
提
供
、家
事
支

援
、介
護
な
ど
）の
内
容
を
都
道
府
県
に

登
録
す
る
こ
と
で
高
専
賃
と
し
て
認
め

ら
れ
ま
す
。

終
の
棲
家
に
な
れ
な
い
マ
イ
ホ
ー
ム

潜
在
化
し
て
い
る
住
み
替
え
ニ
ー
ズ

高齢者住宅と賃貸市場高齢者住宅と賃貸市場

 ２１世紀の住宅・不動産業界に大きな影響を与えるのが、人口減少と高齢化です。特に、賃貸住宅市場は若者を主

なターゲットにした従来型経営から、自立型や要介護など様々なタイプを想定した高齢者向け賃貸住宅の開発に大

きなビジネスチャンスが秘められています。そこで、今回はいま注目を集めている高齢者専用賃貸住宅を中心に、高

齢者住宅市場を展望します。

『住宅新報』 編集主幹　本多信博特集

自
由
度
が
高
い
高
専
賃

つ
い

す
み
か





賃貸不動産経営管理士の基本講習修了試験、1,237人が合格賃貸不動産経営管理士の基本講習修了試験、1,237人が合格

　賃貸不動産経営管理士協議会はこのほど、2007年度同管理士基本講習修了試験の実施結果を
発表した。
　10月末から東京と大阪で計５回実施し、1,483人が受験。1,237人が合格した。合格率は83.4
％だった。試験は、四肢択一式で40問。
　基本講習後、修了試験を実施する。合格者のうち、業務経験３年以上などの要件をクリアし、登
録講習（１日）を受けると資格者として認定される。その際、法令順守や公正と中立の保持などを定
めた「倫理憲章」への署名が条件となる。
　基本講習には受講要件がないため、４団体の会員の他、学生や主婦なども受講できる。（12月
25日号）

不動産業界６団体で、犯罪収益移転防止協議会を設立不動産業界６団体で、犯罪収益移転防止協議会を設立

　全国宅地建物取引業協会連合会、不動産協会、日本住宅建設産業協会、全日本不動産協会、
不動産流通経営協会、不動産流通近代化センターの６団体は12月20日、東京都千代田区の法曹
会館で「第１回不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連
絡協議会」を開いた。社員向け普及啓発用の冊子作成や疑わしい取引に関する情報共有化など、
今後の事業方針を決めた。
　協議会会長には、藤田和夫・全宅連会長が就任した。
　藤田会長は、「近年、マネーロンダリングの手口は巧妙化している。不動産取引を利用した犯罪収
益の移転を防止するため、業界を挙げて対応していく必要がある。暴力団による被害防止についても、
社会的責任、企業防衛の観点からも対応していくことは不可欠だ」と述べた。（12月25日号）

首都圏マンション供給、2008年の予想は5.4万戸首都圏マンション供給、2008年の予想は5.4万戸

　不動産経済研究所の調査によると、2008年の首都圏におけるマンション供給量は、５万4,000
戸程度になる模様だ。前年比で 19.0％減となる見込みの 2007年（約６万戸）より、更に 10.5％
下回る予想。都心部の売り渋り、郊外エリアの在庫処理優先のほか、建築基準法改正による着工
激減の影響が出てくるとしている。
　2007年を 9.0％程度上回る予想の東京都区部（１万 8,000 戸）以外は、すべてのエリアで下回
る見込みだ。特に、埼玉では21.8％減の供給7,000戸、千葉も35.6％下回る（7,000戸）としている。
神奈川では 7.8％減にとどまっているが、2000年以降最も供給の多かった 2000年の２万6,501戸
と比べると、43.4％下回る１万 5,000戸の予想だ。なお、年間予想の５万4,000戸は、2000年の９
万5,635 戸と比べると43.5％の減少となる。
　また、近畿圏でも 2008年の供給は落ち込む見通しだ。2007年の供給見込みである約２万
9,500戸を、15％程度下回る２万5,000戸の予想。建基法改正の影響によるところが大きいという。
（12月25日号）



建築確認の円滑化で、支援センター設置へ建築確認の円滑化で、支援センター設置へ

　建築確認の円滑な実施に向け、国土交通省は12月７日、追加の対応策を発表した。自民党・公
明党から冬柴国交相に対して、同６日に行われた申し入れに対応したもの。
　対応策は、中小事業者が建築確認申請に困難をきたしている状況に対応するため「建築確認支
援センター」を設置することを柱としている。センターでは新しい申請図書の作成方法などを面談方式
で無料で直接アドバイスする。各都道府県に１カ所設置する方針だ。
　また、軽微な変更など計画変更手続きを要しない方法について、参考事例や手順などを示すガイド
ラインを作成する。また、典型的な間違い事例集も作成する。
　現在行われている２人体制のピアチェック業務を１人でできるように審査の合理化を図るなど構造計
算適合性判定機関の業務の効率化を図る。
　更に、各都道府県に「建築確認円滑化対策連絡協議会」を設置する。特定行政庁、指定確
認検査機関、指定構造計算適合性判定機関、建築設計団体で構成する。（12月11日号）

事業用借地権の期間を延長、20年以下を50年に事業用借地権の期間を延長、20年以下を50年に

　借地借家法の一部改正案が12月14日、参議院本会議で可決・成立した。これにより、定期借
地権の１つである事業用借地権の期間は10年以上50年未満となる（従前は10年以上20年以下）。
施行は2008年1月1日。
　事業用借地権は、専ら事業の用に供する建物（居住用は除く）の所有を目的として借地権を設
定する場合には、借地権の更新や建物の再築による借地期間の延長を排除することができる契約で、
公正証書によってなされなければならない。
　従来から、20年以上の事業用借地権に対する需要が増大していたため、改正が求められていた。
50年以上については、現行の一般定期借地権を活用することができるため、実質的には事業用借
地権の期間上限が撤廃されたことになる。（12月18日号）

住宅構造の欠陥、業者に保険義務付けは2009年10月から実施住宅構造の欠陥、業者に保険義務付けは2009年10月から実施

　耐震偽装事件を受けて制定された「特定住宅瑕疵（かし）担保責任の履行の確保等に関する法
律」の施行期日を定める政令が12月21日、閣議決定された。
　保険や供託の仕組みを活用した資力確保の義務付けは、2009年10月１日から施行される。
　これにより宅建業者や建設業者に、保険契約の締結や保証金の供託が義務付けられる。構造に
欠陥のある住宅を引き渡した業者が倒産したような場合でも、保険金や供託金から被害者の救済が
図られるようにする。
　なお、保険の引き受けを行う法人の指定や保険契約にかかる住宅の紛争処理体制の整備は、
2008年４月１日から先行して行う。（12月25日号）
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協会からのお知らせ・活動報告

夜間・休日サポートシステムのご案内

　年末・年始の賃貸物件の管理で、対応
に苦慮したことはなかったでしょうか。
　水周り等の設備のトラブルは、昼夜問
わずいつ発生するかわかりません。年
末・年始に管理会社が休みであったと
しても、早急な対応を求められる場合も
あります。
　本会では、㈱ＴＯＫＡＩと提携し、夜
間・休日等における入居者からの電話
に対して、オペレーターが適切なアドバ
イスを行う等の「夜間・休日サポートシ
ステム」をご案内しております。詳細に
つきましては、本会ホームページ
（http://www.chinkan.jp/profile/yakan.
html）あるいは、
㈱ＴＯＫＡＩ（電話 03-5687-3102、
担当：藤本）に直接お問い合わせ願いま
す。

無料法律相談（会員限定）のご案内

　本会顧問弁護士による電話での無料法律相談（会員限定）を実施しています。相談内

容は、賃貸管理に関するもので、相談時間は１回15分以内とさせていただきます。電

話受付の際、会員確認のため会員番号をお尋ねしますので、あらかじめご用意くださ

い。

　２月、３月の開催日は以下のとおりとなっております。

日時：平成20年　2月18日（月）　午後１時～４時
　　　　　　　　　3月　3日（月）　午後１時～４時
　　　　　　　　　3月17日（月）　午後１時～４時

電話：03－3865－7031

【サポートの流れ】

入居者よりTOKAI 連絡センターに緊急連絡が入る。

出動を要する場合

現場へ出動し、一次対処する。
結果を連絡センターに報告する。

出動を要しない場合

後日、緊急出動費用の請求をする。（物件ごと）

A：受付報告書は、翌営業時間までに、貴社に FAXする。
B：作業報告書は、作業した出動業者から報告ができ次第
　　作成し、FAXする。

TOKAI 連絡センターより、
TOKAI 出動業者
（管理会社指定業者）
へ出動依頼。

受付報告書のみ翌朝
までに FAXする

事故や一次対応で、費用が多額に
かかりそうな場合は、管理会社担当者に
電話（携帯）し、指示を仰ぐ。
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消防法改正に伴う対応はお済ですか

　平成16年6月に消防法が改正され、すべての住宅において火災警報器の設置が義
務化されました。
　新築住宅においては、平成18年6月より既に義務化されていますが、既存住宅につ
いては、原則として平成20年6月１日～平成23年6月1日までの間で市町村条例に
より設置の完了期日が定められています（一部地域では既に義務化されています）。火
災警報器の設置箇所、完了期日等につきましては、総務省消防局ホームページ
（http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html）、あるいは、最寄りの消防署等でご確
認ください。
　本会では、火災警報器の設置促進のため、火災警報器メーカーの綜合警備保障㈱、能
美防災㈱、松下電工㈱と提携し、昨年より会員価格にて斡旋を行っています。
　各メーカーの商品の詳細、お申込みにつきましては、本会ホームページ会員専用サ
イト内の「賃貸管理関連情報」欄をご参照願います（会員専用サイトにログインするに
は、本会入会時にご案内しているユーザーＩＤ、パスワードが必要です）。
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第9回のテーマ：店頭の表示（その１）第9回のテーマ：店頭の表示（その１）

駅のコンビニなどは狭いスペース
を十二分に活用している

人物の左側の高い位置は
よく見えない

足もとのパンフレットは目立たない

あまり高い位置にある案内
の表示は、近くの人は目に
入らない

市役所の掲示板は
ほとんど見る人はいない

壁面のスペースが十分にあっても
展示するケースの高さは限られる

まずは展示物の高さを決める
　このように店頭に掲載されている展示物をあらためて調べてみると、
意外なことに気が付くことがあります。顧客に見てもらうのですから、
顧客の視野に入らなければ意味がありません。
　このことは、何も展示物の高さに限ったことではありませんが、まず
通る人の目に入る高さを決めることが大切といえます。それには、他業
種の例（写真７）を参考にするなど、自分の目で確かめてみるとよいと
思います。

視線の範囲
　歩いている人の目に入る範囲は、遠距離と近
距離とではもちろん違います。目の高さを 1.4 メ
ートルから 1.6 メートルくらいと考えると、数メー
トルの近距離ではこの上下数十センチくらいが目
に入る範囲と考えられます（写真４）。
　何か目立つものを展示して、通過する人の注
目度を調べてみると、実際の効果が分かります。
あまり高い位置にあると近くでは目に付きません
（写真５）。
　身近なところに、とても重要な展示物であるに
もかかわらず、ほとんど目に付かない例がいくつ
かあります（写真６）。良くない例も、場合によっ
ては反省のヒントになります。

「有効活用」と「有効的な活用」
　一般に、不動産業の店舗は間口の狭いこ
とが多いといえます。間口の広さは物理的な
ことなので、変えることは難しく、限られた
スペースを有効に活用する工夫をしなければ
なりません（写真１）。
　しかし、いくら有効活用だからといっても、
壁全面を使用することや、ガラス面をすき間
なく使用するのは考えものです。
　人の目の高さは、ほぼ決まっています（写
真２）。目に入るような高さを考え、その範
囲から外れた部分については、見てもらえる
期待はもてないと考えるべきです（写真３）。

7

3

6

1

2

平均的な視線の範囲により
上下の幅も決まる

5

4
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